
令和８年４月１０日 
京都市立藤城小学校 
℡ ６２１－５５８０ 
校 長  野﨑 敦 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

日 曜 行事 保健 PTA・その他 

１ 水    

２ 木    

３ 金    

４ 土    

５ 日    

６ 月    

７ 火    

８ 水    

９ 木    

10 金 着任式・始業式・入学式   

11 土    

12 日    

13 月 授業開始、教科書配布、大掃除 身体計測 6 年  

14 火  身体計測 5 年  

15 水 学校安全の日、給食開始 身体計測 4 年  

16 木  身体計測 3 年  

17 金    

18 土    

19 日    

20 月 委員会① 身体計測 2 年  

21 火 町別集会５時間目 集団下校 身体計測 1 年  

22 水 
参観・懇談会 

5 年花背山の家説明会 

 
 

23 木 6 年全国学力・学習状況調査 視力 6 年  

24 金 教職員研修のため全校 4 時間授業 
身体計測・視力 

たけのこ 
 

25 土    

26 日    

27 月 家庭訪問（午後カット） 視力 6 年  

28 火 家庭訪問（午後カット） 視力 5 年  

29 水 昭和の日   

30 木 家庭訪問（午後カット） 視力 4 年  

〈５月主な行事予定〉 

・4 月 27 日（月）～5 月 7 日（木）家庭訪問期間 

・5 月 11 日（月）1 年交通安全教室 

・5 月 21 日（木）～23 日（土）5 年花背山の家 

・5 月 25 日（月）5 年生代休日 

・5 月 28 日（木）1 年生を迎える会 

・5 月 29 日（金）人権集会 

 

京都市では、お子さんが市立小・中学校へ就学するにあたり、経済的な理由によりお困りの保護者に対し、学用品費や給食費などを援助す

る就学援助制度を設けています。 

※ 新１年生で入学前に申込みをされた方は、再度申し込む必要はありません。 

※ 様々なご事情により家計が急変する等、経済的な理由でお困りの場合は、収入状況の悪化がわかるものをご提出いただくこと等により

認定できる場合がある臨時措置を設けています。まずは、学校にご相談ください。 

また、育成学級に在籍しているお子さんのご家庭や、普通学級に在籍し、総合支援学校に通う程度の障害があるお子さんのご家庭に対し、

学用品費等の一部を補助する総合育成支援教育就学奨励費制度も設けています。 

申込みの手続きやご相談・ご質問がある方は学校までお申し出ください。 

 

だ藤 り
よ城

＜学校教育目標＞ 

『思いやりの心をもって生き生きと活動する子』 

「就学援助」及び「総合育成支援教育就学奨励費」制度のお知らせ 

本校では、学校からのお知らせを保護者の皆様のスマート

フォンアプリ等にお届けしたり、欠席や遅刻の連絡をアプリ

上から御提出いただいたりすることが可能な保護者連絡ツ

ールを導入しています。 

令和８年度も保護者連絡ツール「すぐーる」を利用いたし

ます。新 2年生～新 6年生におきましては、学校で更新させ

ていただきます。転入生の方と新 1年生については、４月 10

日（金）に「すぐーる」の登録手続きプリントを配布します

ので４月 13日（月）までにご登録をお願いします。４月 13

日（月）以降の学校からの連絡や、学年・学級のお便り等は、

こちらを利用して送信させていただきます。 

ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

保護者連絡ツール「すぐーる」 

春季休業 

今年度より藤城小学校に着任しました校長の野﨑敦と

申します。藤城の子ども達や保護者の皆さん、地域の皆

さん、教職員が幸せな気分を感じられるような学校にし

たいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

令和８年度も、学校教育目標を「思いやりの心をもっ

て、生き生きと活動する子」とし、目指す子ども像「○ふ
かく考える子」「○じっせんする子」「○しゃかいとつなが
る子」「ここ○ろ豊かな子」の育成を目指していきます。
また、「自分がされて嫌なことはしない」「人は喜ばせて

なんぼです」を今年もスローガンとしています。相手の

気持ちを考え、一歩進んで相手が喜ぶことを考えて行動

できる子になってほしいと思います。また、子ども達に

は学級や学年、学校という集団の中で、周りの人々との

対話や多様性の受容を通して「なりたい自分を目指し成

長する」子に育ってほしいと願っています。 

子どもたちには、上記の約束をよりわかりやすい形

（JAST）で実践してほしいと考え、授業・時間（J）あ

いさつ（A）そうじ（S）ともだち・問い（T）の４つの

行動目標を示しています。 

「夢や目標をもつ力」「自分も人も大切にする力」「自

分の考えや情報をよりよく活用する力」という３つの資

質・能力にも教職員も子どもたちとともに、あきらめず

に全力で挑戦し、６年間をかけて子どもに愛情をもって

接し、育んでいきたいと思います。教職員一丸となり、

子ども達が安心して過ごせる学校づくりを目指していき

ます。 

本校は学校と地域・保護者の皆様のつながりが強い学

校です。子どもたちを中心に据え、家庭や地域の力がこ

れからもさらにより強い「藤城の教育力」となりますよ

うに、変わらぬご支援とご理解を賜りますよう、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

教職員代表 野﨑 敦 

 



 

 

 

 

 

１学期 ２学期 ３学期 

始業式・入学式 4月 10日（金） 始業式・給食開始 8月 26日（水） 始業式 

給食開始 

1月 6日（水） 

1月 7日（木） 
給食開始 4月 15日（水） ６年・たけのこ

修学旅行 

9月 10日（木） 

～9月 11日（金 

令和 8年度 

入学説明会・体験入学 

2月 5日（金） 

学区民体育祭 9月 27日（日） 

６年全国学力学習

状況調査 

 

4月 23日（木） 藤りんピック 

  （予備日） 

10月 9日（金） 

（10月 14日） 

造形展 2月 17日（水） 

～2月 20日（土） 

町別児童会① 4月 21日（火） ５・６年 

科学センター学習 

１0月 19日（月） 授業参観・懇談会 

 

2月 18日（木） 

授業参観・懇談会 4月 22日（水） 授業参観・懇談会 11月 6日（金） ６年生を送る会 

ふれあい清掃 

3月 5日（金） 

１年交通安全教室 5月 11日（月） 令和 9 年度入学児童

就学時検診 

11月 17日（火） 給食終了 3月 19日（金） 

家庭訪問期間 4月 27日（月） 
～5月 7日（木） 

学習発表会 11月 20日（金） 卒業式 3月 23日（火） 

5年・たけのこ 
花背山の家 

5月 21日（木） 
～23日（土） 

４年自転車教室 11月 26日（木） 修了式 3月 24日（水） 

1年生を迎える会 5月 28日（木） 個人懇談会 12月 18日（金） 

～12月 23（水） 

藤城さくらまつり 3月 28日（日） 

休日参観 6月 6日（土） ２学期終業式 12月 24日（木）  

 代休日 6月 8日（月） 
個人懇談会期間 
 

7月 15日（水） 
～7月 21日（火）  

終業式・給食終了 7月 22日（水）  

藤城夏まつり 7月 26日（日） 

 

校長 野﨑 敦 校務支援員 市原 光穂 たけのこ学級 小野 順子 松本 志央 足立 薫 

教頭 菊谷 未奈子 校務支援員 古田 偉楓  1組 ２組 ３組 

教務 竹居 貴洋 学校司書 池端 ゆかり １年 河村 尚子 木下 瞳  

理科専科 佐々木 英理 総合育成支援員 大塚 美由紀 １年まなび支援員 山口ゆかり  百上 陽子 

事務職員 山下 操 LD等通級指導教員 朴井 薫 ２年 坂本 麻佑子 中尾 清美 池上 正泰 

管理用務員 南藤 馨 SS（音楽） 伊藤 由紀 ３年 竹元 慶子 東藤 隆文 田中 優那  

栄養教諭 外園 紫野 SC 有田 優佳 ４年 大松 有香 安藤 惇平  

栄養教諭 八島 彩帆 SSW 鈴木 常葉 ５年 吉澤 美里 中川 奈央 髙橋 侑希  

養護教諭 田口 紫乃莉 ALT スークデオ・ラヒィル ６年 田中 千聖 八木 祐太  

初任者指導員 野原 久美子   

給食調理員 𠮷田 弘子、中村 千世、斉藤 真由美、 

藤岡 明日香 

＊ＳＳＷとは、「School Social Worker（スクールソーシャルワーカー）」の略で、子どもや保護者が抱える課題を解決する福祉の

専門家です。 

＊ＳＳとは、「School Supporter（スクールサポーター）」の略で、学校現場で子ども達の学習の支援をします。本校は５・６年生の

音楽をサポートをします。 

＊ＳＣとは、「School Counselor（スクールカウンセラー）」の略で、学校現場で子どもや保護者などの心のケアや支援を行います。 

＊ＡＬＴとは、「Assistant Language Teacher（アシスタント ランゲージ ティーチャー）」の略で、外国語を母国語とする外国

語指導助手のことです。 

令和８年度 主な学校行事予定 

今年度より、どの児童が学校に携帯電話を持ってきているかを管理するうえ

で、事前に「携帯電話持参許可願」を提出していただくことといたしました（持

参の推奨をしているわけではございません）。登下校時の安全確保など、やむを

得ない事情により携帯電話の持参が必要な場合は、必ず保護者の方が許可願をご

記入のうえ、担任までご提出ください。許可願の提出がない場合は、携帯電話を

学校へ持参することができない場合があります。 

 

携帯電話についてお知らせ 

 教職員の紹介 


